
 資料  

令和４年度第２回船橋市社会教育委員会議 

１．審議事項 
（１）船橋市青少年問題協議会委員の推薦について（青少年課） 

（２）船橋市図書館協議会委員の推薦について  （西図書館） 

 

２．社会教育関係団体への補助金の交付について 
（１）社会教育課  （１団体） 

 ①船橋市 PTA 連合会 

（２）青少年課   （６団体） 

 ①日本ボーイスカウト千葉県連盟船橋地区 

 ②船橋海洋少年団 

 ③船橋市青少年友の会 

 ④船橋市野球協会少年学童部 

 ⑤船橋市国際親善の会 

 ⑥船橋市青少年の環境を良くする市民の会 

 

３．連絡・報告事項 
（１）社会教育課 

①令和５年船橋市成人式について 

（２）文化課 

①「発掘された日本列島２０２２」について 

②第５８回船橋市日本舞踊連盟「船橋市日舞祭」について 

 （３）郷土資料館 

   ①開館５０周年記念企画展「船橋を知るための５０の扉」について 

   ②第２１回縄文コンテンポラリー展 in ふなばし 

「とびはくへのトビラ～縄文と出会う～」について 

 

令和４年６月２３日（木） 
午後３時００分 開会 



admin
鉛筆



admin
鉛筆





1/3 

○船橋市図書館条例 

平成28年３月30日 

条例第27号 

改正 平成28年９月26日条例第55号 

平成29年３月30日条例第18号 

船橋市図書館条例 

船橋市図書館条例（昭和56年船橋市条例第22号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第1条 この条例は、図書館法（昭和25年法律第118号。以下「法」という。）第10条の規

定に基づき、図書館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置、名称及び位置） 

第2条 市は、図書館を設置する。 

２ 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

船橋市西図書館 船橋市西船1丁目20番50号 

船橋市中央図書館 船橋市本町4丁目38番28号 

船橋市東図書館 船橋市習志野台5丁目1番1号 

船橋市北図書館 船橋市二和東5丁目26番1号 

（平28条例55・一部改正） 

（業務） 

第3条 船橋市図書館（以下「図書館」という。）は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 法第３条に規定する事項の実施に関すること。 

(2) その他教育委員会が必要があると認めること。 

（入館の制限又は使用の禁止） 

第4条 教育委員会は、図書館を使用する者（以下「使用者」という。）が、次の各号のい

ずれかに該当するときは、図書館の入館を制限し、又は使用を禁止することができる。 

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。 

(2) 施設、設備又は法第３条第１号に規定する図書館資料（以下「図書館資料」という。）

を損傷するおそれがあると認めるとき。 

(3) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。 

（指定管理者による管理） 

第5条 船橋市中央図書館、船橋市東図書館及び船橋市北図書館（以下これらを「指定管理

館」という。）の管理は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）にこれを行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第３条各号に掲げる業務に関すること。 

(2) 指定管理館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

(3) その他指定管理館の運営に関する事務のうち、教育委員会が必要があると認めるも

の 

２ 前項の規定により指定管理者が業務を行う場合における第４条の規定の適用について

は、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「、図書館」とあるのは「、

指定管理館」とする。 

（指定管理者の指定の申請） 
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第7条 第５条の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書

に次に掲げる書類を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。 

(1) 指定管理館の事業計画書 

(2) その他教育委員会規則で定める書類 

（指定管理者の指定） 

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当

するもののうちから指定管理者の侯補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定

しなければならない。 

(1) 事業計画書による指定管理館の管理が使用者の平等な使用を確保し、サービスの向

上が図られるものであること。 

(2) 事業計画書の内容が指定管理館の効用を最大限に発揮させ、かつ、効率的な管理が

図られるものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書

を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を

取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日ま

での間の事業報告書を提出しなければならない。 

(1) 指定管理館の管理の実施状況及び利用状況 

(2) 指定管理館の管理に係る収支状況 

(3) その他指定管理館の管理の実態を把握するため、教育委員会が必要があると認める

事項 

（開館時間） 

第10条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりと

する。ただし、船橋市西図書館にあっては教育委員会が必要があると認めるときはこれ

を変更することができ、指定管理館にあっては指定管理者が必要があると認めるときは

教育委員会の承認を得て開館時刻を繰り上げ、又は閉館時刻を繰り下げることができる。 

(1) 月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定

する休日（以下「休日」という。）を除く。） 午前９時30分から午後８時まで 

(2) 日曜日、土曜日及び休日 午前９時30分から午後５時まで 

２ 前項ただし書の規定により指定管理者が教育委員会の承認を得て開館時刻を繰り上げ、

又は閉館時刻を繰り下げたときは、当該繰り上げ、又は繰り下げた時刻を教育委員会規

則で定めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会

の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。 

（平29条例18・一部改正） 

（休館日） 

第11条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、船橋市西図書館にあって

は教育委員会が必要があると認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けるこ

とができ、指定管理館にあっては指定管理者が必要があると認めるときは教育委員会の

承認を得て次に掲げる日の全部又は一部を開館日とすることができる。 

(1) 毎月の最後の月曜日 

(2) 12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

(3) 毎月の第２木曜日（その日が休日に当たるときは、その翌週の木曜日） 
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(4) 図書館資料の整理に特に要する期間として、年１回14日以内で教育委員会が定める

日 

２ 前項ただし書の規定により指定管理者が教育委員会の承認を得て休館日の全部又は一

部を開館日としたときは、当該開館日を教育委員会規則で定めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会

の承認を得て臨時に休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。 

（平29条例18・一部改正） 

（損害賠償） 

第12条 指定管理者及び使用者は、図書館の施設、設備又は図書館資料を損傷し、又は滅

失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得な

い理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。 

（秘密保持義務） 

第13条 指定管理者及び指定管理館の業務に従事している者（以下「従事者」という。）

は、指定管理館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用

してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は

従事者の職務を退いた後においても、同様とする。 

（図書館協議会） 

第14条 法第14条第１項の規定により、船橋市図書館協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

２ 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。 

３ 協議会は、委員10人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

５ その他協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

（委任） 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 第５条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前におい

ても、第７条及び第８条の規定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に改正前の船橋市図書館条例第５条第２項の規定により任命さ

れた船橋市図書館協議会の委員である者は、平成29年４月１日において改正後の船橋市

図書館条例第14条第２項の規定により協議会の委員として任命されたものとみなす。こ

の場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第４項の規定にか

かわらず、同年６月30日までとする。 

附 則（平成28年９月26日条例第55号） 

この条例は、平成28年10月21日から施行する。 

附 則（平成29年３月30日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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令和4年6月16日現在

任期：令和5年6月30日まで

船橋市図書館協議会 委員名簿

所属団体・役職等

船橋市小学校長会
（船橋市立八栄小学校長）

船橋市中学校長会
（船橋市二宮中学校長）

千葉県高等学校長協会船橋地区
（県立船橋芝山高等学校長）

元 白井市立図書館長

氏　名 区分

船橋市地域文庫連絡会

船橋市青少年相談員連絡協議会副会長

中原
なかはら

　久直
ひ さ なお 学識経験者

（公募）

渡部
わたなべ

　光司
こ う じ

社会教育関係者

船橋市ＰＴＡ連合会副会長

石塚
いしづか

　順子
じ ゅ ん こ 学識経験者

（公募）

原野
は ら の

　弥生
や よ い

家庭教育関係者

学校教育関係者

大森
お お も り

　和彦
かずひこ

黒澤
く ろ さ わ

　真澄
ま す み

学識経験者

副
会
長

会
長

大槻
おおつき

　明子
あ き こ

社会教育関係者

入江
い り え

　浩二
こ う じ

学校教育関係者

学校教育関係者

吉川
よ し かわ

　久美子
く み こ



令和4年度　社会教育関係団体補助金交付一覧
No.1

59 団体 名 (※令和3年度実績）

円

円

収入決算額 補助対象経費予算額

円 円 円

支出決算額 補助対象経費決算額 補助金決算額

円 円 円

差引返戻額

円

　船橋市ＰＴＡ連合会事業費補助金交付要綱により、原則、対象経費の５０％以

内とする。

　ただし、家庭の教育力の向上を目的にした講座・研究会・講演会・相談事業及

び行政の実施する事業の周知を伴う広報誌の発行に対しては、対象経費の８０

％以内とする。

＜対象事業＞

① 社会教育の振興若しくは、奨励を目的とする大会、研究会、研修会の

開催に関する事業

② 機関紙の発行又は、資料の作成等ＰＴＡ活動の普及啓発に関する事業

③ 社会教育に関する調査研究事業

④ その他、社会教育の振興に必要と認められる事業

32,381

代表者 上内　健生

補助金交付担当課 社会教育課

団体名 船橋市ＰＴＡ連合会

交付条件

活動内容 単位ＰＴＡ相互の連絡・情報交換・ＰＴＡのあり方を研究・協議及び普及

補助金交付限度額 1,600,000

前年度予算額 1,600,000

令和3年度収支決算額

内補助金交付額（概算払）

6,642,371 2,669,000 1,600,000

5,187,639 2,485,307 1,569,700

30,300







 

 

様式３ 

 

補助事業に係る事業報告及び決算総括表（令和３年度） 

 

団体名   船橋市ＰＴＡ連合会   

 

事業数合計 補助対象経費合計(円) 事業経費合計(円) 

７ ２，４８５，３０７  ２，６９３，１５１  

 

事業名 補助対象経費(円) 事業経費(円) 

研究大会費  ４２２，６１５  ６２５，４５９  

普及啓発事業費  ２３２，９７０  ２３２，９７０  

広報費 ７６５，７７２  ７６５，７７２  

広報コンクール費  ２６，０５０  ２６，０５０  

「ひまわり１１０番」費  ２６，４７０  ２６，４７０  

負担金 ９７１，４３０  ９７６，４３０  

研修費 ４０，０００  ４０，０００  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  



月 全 体 役員会 理 事 会 他 団 体 関 係 月

5
18. 定期総会
26. バレーボール大会説明会及び組合せ抽選会

24. 第1回
5

6

9. 市長・教育長　表敬訪問
第1回校外・環境委員長研修会（中止）
広報研修会（中止）
理事研修会（中止）

17. 第2回 9. 第1回
・常任理事の選出と承認
・創立70周年記念　第45回船橋市PTAバ
レーボール大会予算案
・創立70周年記念　第52回船橋市ＰＴＡ研
究大会開催要項案
・創立70周年記念　第30回船橋市PTA合
唱交歓会開催要項案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

12. 県P定期総会（書面参加）

6

7

1.2. 創立70周年記念　第45回船橋市PTAバレーボー
ル大会　交流会
2. 「ひまわり110番」見舞金保険締結
合唱交歓会打合せ会（中止）
26. P連だより171号編集作業

14. 第1回常任理事会
・研究大会運営委員会発足

1. 県P理事・事務局長会議

7

8
26. 第2回運営委員会
2.3.4.11.19.23.24.26.27.30. P連だより171号編集作業

26. 第3回 21. 第69回日P全国研究大会北九州
大会（オンライン参加） 8

9

2. 教育予算要望書提出（市長・教育長・議長・文教委
員長）
9. P連だより171号発行
24. 創立70周年記念式典打合せ
29. 創立70周年記念事業実行委員会

29. 第4回 3～14. 第2回（書面開催）
・「ひまわり１１０番」見舞金保険契約
・会長研修会開催要項案
・インクルーシブ教育理解のための学習
会開催要項案
・創立70周年記念式典および第52回船橋
市PTA研究大会について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

13. 第2回（オンライン説明会）

2. 県P理事会（オンライン参加）

9

10

8. P連だより172号編集作業
9. 会長研修会
15.29. 記念誌編集作業
20. インクルーシブ教育理解のための学習会
28. 第3回運営委員会

6. 臨時役員会
（Zoom）

8～10. 臨時（書面開催）
・創立70周年記念式典および第52回船橋
市PTA研究大会　開催方法について
・第30回船橋市PTA合唱交歓会について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

16. 第53回日P関東ブロック研究大会
埼玉大会（オンライン参加）
28. 創立70周年記念第45回千葉県
PTAバレーボール大会（中止）

10

11

12. 創立70周年記念式典および第52回船橋市PTA研
究大会
15. P連だより172号編集作業

12. 第5回 26. 第3回
・創立70周年記念式典および第52回船橋
市PTA研究大会　報告
・第2回校外・環境委員長研修会開催要
項案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

7. 創立70周年記念第70回千葉県
PTA研究大会習志野大会（リモート
参加）
11. 県Ｐ第1回選考委員会
19. 日P表彰式

11

12

第30回船橋市ＰＴＡ合唱交歓会（中止）
3.6.13. 記念誌編集作業
15. 会計中間監査
17. 第2回校外・環境委員長研修会

8～12. 臨時（書面開催）
・役員選考委員選出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

2. 県P理事会

12

1
7.17.28. P連だより172号編集作業
19. 第1回選考委員会
父親の会研修会（中止）

12. 第6回
26. 第7回

賀詞交歓会（中止）

1

2

2.9.10.14.15.16.17.18. P連だより172号編集作業
9. 記念誌編集作業
9. 第2回選考委員会
17. 「ひまわり110番」各種資料送付

21. 第8回
（Zoom）

9. 第4回（オンライン同時開催）
・創立70周年記念　第46回船橋市ＰＴＡ広
報コンクール実施要項案
・令和4年度活動方針と努力事項案
・令和4年度定期総会及び総会後懇親会
案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

10. 県P理事・事務局長会議（オンラ
イン参加）

2

3

1. P連だより172号発行
1. 「PTA活動へのご理解とご協力のお願い」新1年生
保護者向け資料送付
4. 「ひまわり110番」関係諸機関連絡会議
14. 第3回選考委員会
15. 創立70周年記念誌「あゆみ」発刊

11. 第9回
28. 第10回

17. 県P第3回選考委員会

3

4

4. 会計監査
18. 第4回選考委員会
20. 創立70周年記念　第46回船橋市PTA広報コン
クール審査会

18. 第5回（オンライン同時開催）
・令和3年度活動および会計決算報告、
監査報告
・令和4年度活動方針と努力事項案
・令和4年度会計予算案
・令和4年度定期総会運営について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

21. 県P理事会

4

5
9. 総会打合せ会
17. 定期総会 5

（各項目の数字は開催日）

令和３年度　船橋市ＰＴＡ連合会活動報告



月 全 体 理 事 会 他 団 体 関 係 月

5
○定期総会17（火）
○バレーボール大会説明会及び組合せ抽選会

〇県P広報紙コンクール審査会14（土）
5

6

○市長・教育長　表敬訪問
○教育予算要望書提出

○第１回理事会
・Ｐ連について
・常任理事の選出と承認
・バレーボール大会について
・父親の会研修会開催要項案
・会長研修会開催要項案
・研究大会開催要項案
・合唱交歓会開催要項案　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

○県Ｐ総会・表彰式・懇親会4（土）
○県Ｐ理事・事務局長合同会議30（木）

6

7

○第46回船橋市ＰＴＡバレーボール大会（運動公園）
　　　予選会7（木）・8（金）
　　　決勝大会15（金）
○合唱交歓会　打合せ会

7

8 ○父親の会研修会 ○第70回日Ｐ全国研究大会山形大会26（金）・27（土） 8

9

○「ひまわり110番」関係諸機関連絡会議
○会長研修会
○P連だより173号発行

○第２回理事会
・インクルーシブ教育理解のための学習会開催要項案
・校外・環境委員長研修会開催要項案
・研究大会開催要項案（詳細）
・選考委員選出依頼
・情報交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

○県Ｐ理事会1（木）

9

10

○インクルーシブ教育理解のための学習会
○校外・環境委員長研修会

○第54回日Ｐ関ブロ山梨大会15（土）・16（日）
○県Pバレーボール・キャプテン会議20（木）
○第46回県Pバレーボール大会27（木） 10

11
○第53回船橋市ＰＴＡ研究大会10（木） ○日Ｐ全国表彰式18（金）

○第71回千葉県PTA研究大会山武大会19（土） 11

12

○特別支援教育合同発表会参加（12月～2月）（教育委員会主催）
○会計中間監査

○第３回理事会
・研究大会報告
・選考委員承認
・情報交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

○県Ｐ理事会1（木）

12

1
○第31回船橋市ＰＴＡ合唱交歓会28（土）
○合唱交歓会まとめの会
○選考委員会発足

○賀詞交歓会

1

2

○第４回理事会
・広報コンクール実施要項案
・令和５年度総会及び総会後懇親会案について
・令和５年度活動方針と努力事項案　　　　　　　　　　　他

○県Ｐ理事・事務局長合同会議2（木）

2

3
○Ｐ連だより174号発行
○第47回船橋市PTA広報コンクール一次審査 3

4

○会計監査
○第47回船橋市ＰＴＡ広報コンクール審査会

○第５回理事会
・令和５年度定期総会開催案
・令和４年度活動および決算報告、監査報告
・令和５年度活動計画案
・令和５年度会計予算案
・船橋市ＰＴＡ連合会感謝状受賞候補者について
・令和５年度バレーボール大会開催要項案　　　　　　　他

○県Ｐ理事会20（木）

4

5 ○定期総会 ○県Ｐ広報紙コンクール審査会9（火） 5
(各項目の数字は開催日)

※船橋市ＰＴＡ連合会は、
心の絆応援プロジェクトに

年間を通して協力していきます。

令和４年度  船橋市ＰＴＡ連合会活動計画（案）

※新型コロナウイルス感染状況によっては、事業を延期・変更・中止とさせていただく場合があります。



第２号様式 

 

補助事業に係る事業計画及び予算総括表（令和４年度） 

 

団体名    船橋市ＰＴＡ連合会    

 

事業数合計 補助対象経費合計(円) 事業経費合計(円) 

７ ２，５１５，８００ ２，５２４，８００ 

 

事業名 補助対象経費(円) 事業経費(円) 

研究大会費 ４５０，８００ ４５０，８００ 

普及啓発事業費 ４２，５００ ４２，５００ 

広報費 ７９３，５００ ７９３，５００ 

広報コンクール費 ２７，０００ ２７，０００ 

「ひまわり 110番」費 ２８，０００ ２８，０００ 

負担金 １，１３４，０００ １，１４３，０００ 

研修費 ４０，０００ ４０，０００ 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和4年度　社会教育関係団体補助金交付一覧

No.1

14 団体 名

会長　大塚 正久

円

円

収入決算額 補助対象経費予算額

円 円 円

支出決算額 補助対象経費決算額 補助金決算額

円 円 円

差引返戻額

円

<対象事業>

①社会奉仕活動事業

②世代間交流事業

③青少年の育成指導者の養成事業

④その他青少年の健全な育成を図る事業

No.2

1 団体 名

円

円

収入決算額 補助対象経費予算額

円 円 円

支出決算額 補助対象経費決算額 補助金決算額

円 円 円

差引返戻額

円

<対象事業>

①社会奉仕活動事業

②世代間交流事業

③青少年の育成指導者の養成事業

④その他青少年の健全な育成を図る事業

日本ボーイスカウト千葉県連盟船橋地区

719,758

補助金交付限度額 180,000

交付条件

前年度予算額 180,000

前年度収支決算額

100,200

交付条件

代表者

活動内容 社会奉仕活動事業、世代間交流事業、青少年の育成指導者の養成事業等

92

団長　林　清人

船橋市青少年団体事業費補助金交付要綱により、補助対象経費の50％以内の
額とし、100円以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

船橋市青少年団体事業費補助金交付要綱により、補助対象経費の50％以内の
額とし、100円以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

内補助金交付額（概算払）

1,137,472 668,640 180,000

1,137,472 676,440 180,000

0

359,800

補助金交付担当課 青少年課

団体名

代表者

船橋市海洋少年団団体名

青少年課補助金交付担当課

活動内容 社会奉仕活動事業、世代間交流事業、青少年の育成指導者の養成事業等

補助金交付限度額 460,000

前年度予算額 460,000

前年度収支決算額

内補助金交付額（概算払）

3,006,161

532

1,782,600 460,000

3,006,161



No.3

1 団体 名

円

円

収入決算額 補助対象経費予算額

円 円 円

支出決算額 補助対象経費決算額 補助金決算額

円 円 円

差引返戻額

円

<対象事業>

①社会奉仕活動事業

②世代間交流事業

③青少年の育成指導者の養成事業

④その他青少年の健全な育成を図る事業

No.4

37 団体 名

円

円

収入決算額 補助対象経費予算額

円 円 円

支出決算額 補助対象経費決算額 補助金決算額

円 円 円

差引返戻額

円

<対象事業>

①社会奉仕活動事業

②世代間交流事業

③青少年の育成指導者の養成事業

④その他青少年の健全な育成を図る事業

代表者

活動内容 社会奉仕活動事業、世代間交流事業、青少年の育成指導者の養成事業等

補助金交付限度額 90,000

補助金交付担当課 青少年課

団体名 船橋市青少年友の会 21

会長　佐々木　元希

前年度予算額 90,000

前年度収支決算額

内補助金交付額（概算払）

99,333 370,800 90,000

99,333 86,890 43,400

46,600

交付条件

船橋市青少年団体事業費補助金交付要綱により、補助対象経費の50％以内の
額とし、100円以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助金交付担当課 青少年課

団体名 1949

代表者

社会奉仕活動事業、世代間交流事業、青少年の育成指導者の養成事業等活動内容

補助金交付限度額

前年度予算額

交付条件

船橋市野球協会少年学童部

理事長　池内　正明

船橋市青少年団体事業費補助金交付要綱により、補助対象経費の50％以内の
額とし、100円以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

200,000

200,000

前年度収支決算額

内補助金交付額（概算払）

1,802,731 905,000 200,000

1,802,731 724,910 200,000

0



No.5

1 団体 名

円

円

収入決算額 補助対象経費予算額

円 円 円

支出決算額 補助対象経費決算額 補助金決算額

円 円 円

差引返戻額

円

<対象事業>

①青少年国際交流事業

②社会環境浄化活動事業

③青少年の非行防止活動事業

④広報啓発事業

No.6

20 団体 名

円

円

収入決算額 補助対象経費予算額

円 円 円

支出決算額 補助対象経費決算額 補助金決算額

円 円 円

差引返戻額

円

<対象事業>

①青少年国際交流事業

②社会環境浄化活動事業

③青少年の非行防止活動事業

④広報啓発事業

補助金交付限度額 80,000

前年度予算額 80,000

前年度収支決算額

代表者

活動内容 青少年国際交流事業、社会環境浄化活動事業、青少年の非行防止活動事業等

補助金交付担当課 青少年課

団体名 船橋市国際親善の会 25

会長　遠藤　幸四郎

61,000

代表者

活動内容 青少年国際交流事業、社会環境浄化活動事業、青少年の非行防止活動事業等

交付条件

補助金交付担当課 青少年課

団体名

内補助金交付額（概算払）

120,245 315,000 80,000

120,245 38,164 19,000

89

船橋市青少年育成団体事業費補助金交付要綱により、補助対象経費の50％以
内の額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

会長　平川　道雄

船橋市青少年の環境を良くする市民の会

交付条件

内補助金交付額（概算払）

1,033,284 1,241,000 874,000

1,033,284 920,289 646,245

補助金交付限度額 874,000

前年度予算額 874,000

前年度収支決算額

227,755

船橋市青少年育成団体事業費補助金交付要綱により、補助対象経費の50％(一
部75％）以内の額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとす
る。









admin
ハイライト表示









admin
ハイライト表示









admin
ハイライト表示







（第４号様式）

団体名

歳　入

科　　目 備　考

登録料

特別事業費

雑収入

前年度繰越金

合　　計

歳　出

科　　目 備　考

報償費①

消耗品費・原材料費②

印刷製本費③

通信費④

保険料⑤

使用料⑦

備品購入費⑧

補助対象経費
（①～⑧の計）

合　　計

予　算　額（円） 積　算　内　訳

　　　令　和　４　年　度　　収　支　予　算　書

船橋市野球協会少年学童部

予　算　額（円） 積　算　内　訳

540,000 15,000円×36クラブ（休部1ｸﾗﾌﾞ）

2,138,835

200,000 審判講習会

200,000

297,835

新人大会 104,000円

助成金 320,000

市補助金 200,000円

福祉協議会 90,000円

県連盟助成金 30,000円

低学年大会 100,000円

研修費⑥ 705,000
大会運営費 300,000円

特別事業費 405,000円

大会参加料 581,000円

春季大会 208,000円

夏季大会 104,000円

秋季大会 65,000円

0 0円

200,000

雑費 30,000円

905,000

1,233,835

事務費 80,000円

会議費 115,000円

渉外費 430,000円

総務費 250,000円

広報費 60,000円

活動費 140,000円

予備費 128,835円

2,138,835

補助対象外経費
（その他）
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（第６号様式）

小　人 大　人 計

　　　　令  和　３　年　度　　　事　業　報　告　書

団体名
船橋市青少年の環境を良くす
る市民の会

代表者名 会長　　平川　道雄

実施日 事　業　名
参　加　人　数

事 業 の 成 果 又 は 結 果

１１月 家族の日週間啓発活動
各地区ごとの活動とし、取り組みを
行うかどうかは各地区に委任

重点拠点　啓発活動（安
全安心まちづくり旬間）

中止

6月14日
9月14日

常任理事会 40 40
6月14日は書面表決
9月14日は中止

7月12日 市民の会理事会（総会） 70 70 書面表決

自連協青少年教育部会
との合同会議

中止

5月20日
７月7日
8月24日
10月15日

第１回執行部会
臨　時執行部会
第２回執行部会
第３回執行部会

9
9
7
9

34

市役所705会議室
市役所大会議室
別館中会議室
市役所113会議室

合同視察研修 中止



小　人 大　人 計
実施日 事　業　名

参　加　人　数
事 業 の 成 果 又 は 結 果

青少年健全育成講演会 中止

3月24日 機関誌発行

愛のスクラム第40号
24,500部
町会・自治会、小・中学校、公民館
等へ配布

3月24日 広報紙発行
市民の会だより第31号
5,500部
小・中学校、公民館等へ配布

31 31





社 会 教 育 課 

令和４年６月２３日 

令和５年船橋市成人式開催要項 

                                                          

１．目 的   「国民の祝日に関する法律」に基づき、大人になったことを自覚し、みず

から生き抜こうとする青年を祝い励ます。 

 

２．期 日    令和５年１月９日（月・祝） 

 

３．会 場    船橋市総合体育館（船橋アリーナ） 

 

４．時 間    

 

 開場時間 開催時間 地域区分（中学校区） 
 

第１部 
 

１１時１５分～ 
 

１２時００分～ 
船橋中・湊中・宮本中・若松中・ 

海神中・葛飾中・行田中・法田中・ 

旭中・御滝中・高根中・金杉台中 

 
 

第２部 

 
 

１４時１５分～ 

 
 

１５時００分～ 

前原中・飯山満中・芝山中・ 

八木が谷中・二宮中・七林中・三田中・

三山中・高根台中・習志野台中・ 

古和釜中・坪井中・大穴中・豊富中・

小室中・特別支援学校 

 

  

５．対象者   平成１４年（２００２年）４月２日から 

平成１５年（２００３年）４月１日の間に生まれた人 

              該当者 ６，１１３人（ 男３，２６６人 女２，８４７人） 

（令和４年５月１日時点） 

 

６．登壇者   主催者 ６名（市長、教育長、教育委員４名） 

        来 賓 ６名（市議会議長、副議長、文教委員長、選挙管理委員長、 

青少年問題協議会長、社会教育委員長） 

  

７．内容    式典・二十歳のアピール 

※オンラインでの配信（各部ごとに生中継で配信。終了後は中継の録画映 

像を一定期間配信）を予定 

   

８．その他   テーマ・記念品・二十歳のアピールの演出については、企画運営委員会議 

で決定する。 













とびはくへの
トビラ

自然素材（ねんど・竹など）やリサイクル材料で
飾りや遊ぶものを作ります。
作業しやすい服装でご参加ください。対象年齢の
指定はありませんが、小学校3年生以下は保護者
同伴でお願いします。

 時間  1回目 10：00～11：30
　　　2回目 14：00～15：30
 定員  各回10名

オープニングイベント

縄文
アートまつり

オープニングイベント

縄文
アートまつり

10:00～13:00
野焼き体験ワークショップ
「土ねんどでオモシロ土偶を作ろう！」 （清水雄一）
※詳しくは下記をご覧ください

12:00～12:30
人形劇
「かえるのピョン吉」 他 （MあんどB）
※野焼き時間中に人形劇をご覧いただけます

有料・要予約

有料・要予約

無料（要入館料）・予約不要

TEL047-495-1325
※写真はイメージです。実際に制作する作品とは異なる場合があります。

土ねんどで
オモシロ土偶を作ろう！

材料費：700円
講師　：清水雄一（造形作家）
当博物館にある土偶の頭部を
参考にしてオリジナルの体を
自由に想像して作る。乾燥後、
缶で野焼きします。

材料費：700円
講師　：清水雄一（造形作家）
当博物館にある土偶の頭部を
参考にしてオリジナルの体を
自由に想像して作る。乾燥後、
缶で野焼きします。

材料費：200円
講師　：野村俊幸（造形作家）
①竹をのこぎりで切ります。
②紙やすりで切り口を滑らか
にします。
③剣(けん)と玉をひもでつな
いで完成です。

材料費：200円
講師　：野村俊幸（造形作家）
①竹をのこぎりで切ります。
②紙やすりで切り口を滑らか
にします。
③剣(けん)と玉をひもでつな
いで完成です。

材料費：650円
講師　：西村FELIZ（人形作家）
誰でも手軽に扱えるカラフル
な樹脂ねんどを使ってオリジ
ナルの土偶を作ります。完成品
も軽くて丈夫なので夏休みの
自由研究にはピッタリです！

材料費：650円
講師　：西村FELIZ（人形作家）
誰でも手軽に扱えるカラフル
な樹脂ねんどを使ってオリジ
ナルの土偶を作ります。完成品
も軽くて丈夫なので夏休みの
自由研究にはピッタリです！

材料費：400円
講師　：大内公公（造形作家）
バラバラの土器の破片を組み
立てて、完全な土器の形を作
ります。まるでジグソーパズ
ルのよう、うまく破片がつな
がるかな？

材料費：400円
講師　：大内公公（造形作家）
バラバラの土器の破片を組み
立てて、完全な土器の形を作
ります。まるでジグソーパズ
ルのよう、うまく破片がつな
がるかな？

7/17（日）

ピョンピョンがえるを作ろう
（牛乳パックでかえるをつくろう）

材料費：200円
講師　：MあんどB
材料費：200円
講師　：MあんどB

8/27（土）

竹で、けん玉を作ろう7/31（日）

樹脂ねんどでカラフルな
オリジナル土偶を作ろう！

縄文のジグソーパズル！
土器復元ワークショップ

8/13（土）
8/20（土）

7/17（日）7/17（日）

1回目のみ

　 申込方法
  右記QRコードからお願いします。

  受付開始：7月分は7/1(金)、8月分は
  7/15(金)、いずれも9:00からです。
  定員になり次第申込を締め切ります。

  詳細は博物館へお電話いただくか
  ホームページをご覧ください。 船橋市教育委員

会

飛ノ台史跡公園
博物館

令和4年（202
2）年

7月17日（日）～8月28日（日
）

9：00～17：00
（入館は16：3

0まで）※最終日
15：00まで

休館日＝月曜日 
※7/18(月・祝

)は開館、7/19(
火)・8/12(金)は

休館

入場料：一般1
10円、小～高

校生50円（常
設展示の見学も

できます）

　　　　船橋市
内在住の中学生

以下は無料

主　催：船橋市
教育委員会飛ノ

台史跡公園博物
館

　　　　船橋市
縄文コンテンポ

ラリー展実行委
員会

第21回 縄文コンテンポラリー展 inふなばし 

博物館
ホームページ



◎東武アーバンパークライン「新船橋駅」下車…徒歩8分
◎京　成　本　線  「海　神　駅」下車…徒歩15分
◎東葉高速鉄道線  「東海神駅」下車…徒歩12分
◎船橋新京成バス・JR船橋駅北口から
　山手ループ線「海神中学校前」下車…徒歩1分

〒273-0021 千葉県船橋市海神 4-27-2
Tel：047-495-1325
E-mail：tobinodai@city.funabashi.lg.jp

船橋市教育委員会

飛ノ台史跡公園博物館

　縄文コンテンポラリー展では「縄文文化」の理解を目的に、アーティスト・研
究者たちが「縄文文化」から受けたインスピレーションを平面・立体・映像・パ
フォーマンスなどで表現してきました。またワークショップでは、縄文の文化
や遺物に関連した、誰もが気軽に楽しめる造形体験の場を設けてきました。
　第21回を迎える今回は「縄文との距離」に着目しました。飛ノ台史跡公園博物
館にある縄文時代の遺物とそれを見る現代の私たち。アーティストが一対一で
向き合った遺物とそれを基に制作した作品を同時に展示することで、縄文と現
在を隔てる距離を縮めたいと思います。
　コンテンポラリー展という「トビラ」を開けて、新たな出会いをぜひ楽しんで
ください。

海神中学校
Kaijin Junior 

High School

ジャンル：立体

展示場所：２F

宇宙、海、縄紋
、動物、自然、

炎のイメー

ジを組み合わせ
、半立体的な一

つの土器

として制作する
。

清水　雄一
SHIMIZU Yui

chi

ジャンル：立体
インスタレーシ

ョン　

展示場所：３F

本館遺物の土
偶と対峙し、現

代の土偶

として創作・実
在化する。縄文

時代と今

を繋ぐ試みを感
じてもらう。

やちぐちひろゆ
き

YATIGUTI Hi
royuki

ジャンル：立体
インスタレーシ

ョン　

展示場所：1F、
2F、3F、屋外

公園内

土器の形や文
様に、蛇やアケ

ビの生命

感が見えた。そ
んな土器を作っ

た縄文人

の心に繋がる扉
を作ろうと思う

。

伊豆倉　哲
IZUKURA Sa

toshi

ジャンル：平面

展示場所：２F

縄文土器に刻
まれた無数の

線は、から

まり、ほどけ、
渦を巻く。縄文

の線が放

つエネルギーを
表現する。

酒井　清一
SAKAI Seiich

i

ジャンル：立体
インスタレーシ

ョン　

展示場所：２F

「縄文女子」が
キュンとなる、

縄文土器

の造形的特徴を
盛り込んだレザ

ー ART 

バッグを展示し
ます。

正法地　健
SHOHOJI Ta

keshi

ジャンル：フォ
トコラージュ

展示場所：３F

手のひらに収
まる最小クラ

スの土偶か

ら語られる、最
大のエネルギー

に満ちた

「生命への祈り
」を共有したい

。

西村 FELIZ 
NISHIMURA 

FELIZ

ジャンル：立体

展示場所：１F

縄文時代の人
々が見ていた

生物のかた

ちとその表現方
法。現代に生き

る人形作

家として、相対
してみました。

大内公公
OHUCHI Ham

ham

ジャンル：立体
インスタレーシ

ョン

展示場所：２F

脳やサンゴや
情報の成長、生

命と知の

形態の探究から
、縄文土器の構

造に自然

界の底流を感じ
、表現しました

。

荒井　恵子
ARAI Keiko

ジャンル：平面
インスタレーシ

ョン

展示場所：２F
復原住居内、３

F

自分の住む地
域から出土し

た土器との

出会いから、日
本特有の住空間

（床の間）

の美意識の起源
に迫りたい。

青野　正
AONO Tadas

hi

ジャンル：立体

展示場所：3F、
屋外公園内

ミミズク形土
偶～～何故だろ

う。目と

口が付けば情が
湧く。彼の縄文

人も作り

ながら微笑んで
いたに違いない

。
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